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復興に向けて 心一つに

《市のホームページをご覧ください！》
　市のさまざまな情報を掲載しています。
URL  http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/

《エフエムいわぬまをお聴きください！》
　災害時は、エフエムいわぬま (77.9 メガ
ヘルツ）から情報をお伝えします。
問／☎ 23-5080

2011 平成２３年
          Ｎｏ．818５Ｍａｙ 月

がんばろう ！  岩沼

　4月17日、岩沼西小学校と玉浦小学校のPTAの皆さんなどにより、玉浦
小学校の清掃や整備活動が行われました。「多くの児童が被災した玉浦地
区のために何かしたい」という西小PTAの想いと、「子どもたちのために
早く学校を元に戻したい」という玉小PTAの想いが一つになり、復興に
向けて大勢の方々が協力しました。
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　　東日本大震災

岩沼市災害対策本部長
岩沼市長　井口　経明

あ
の
い
ま
わ
し
い
未
だ
に
信
じ
が
た
い
史

上
空
前
の
大
惨
事
を
も
た
ら
し
た
東
日
本
大

震
災
。
３
月
11
日
午
後
２
時
46
分
、
決
し
て

忘
れ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
あ
れ
か
ら
１

カ
月
半
あ
ま
り
。
悲
し
さ
に
胸
が
張
り
裂
け

ん
ば
か
り
で
し
た
。
何
の
罪
も
な
い
多
く
の

市
民
の
皆
さ
ん
が
、
考
え
て
も
み
な
か
っ
た

大
津
波
に
の
ま
れ
、
命
を
落
と
し
て
し
ま
わ

れ
ま
し
た
。

し
か
し
、
私
た
ち
は
決
し
て
あ
き
ら
め
ま

せ
ん
。
あ
き
ら
め
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

避
難
所
で
の
不
自
由
な
生
活
で
体
調
を
崩

す
人
も
お
り
ま
す
。
時
折
、
強
い
地
震
、
余

震
も
続
き
ま
す
。
精
神
的
に
も
疲
れ
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
ど
ん
な
逆
境
に
あ
っ
て
も

し
っ
か
り
生
き
続
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
岩
沼
は
他
に
比
べ
犠
牲
と
な
ら
れ
た
方

の
数
は
少
な
い
、
被
害
は
小
さ
い
と
言
わ
れ

ま
す
。
し
か
し
、
一
人
の
命
で
も
何
も
の
に

も
代
え
が
た
い
重
み
が
あ
り
ま
す
。
長
い
年

月
を
か
け
て
作
り
上
げ
た
集
落
が
、
共
同
体

が
、
命
と
と
も
に
失
わ
れ
た
事
実
は
極
め
て

深
刻
な
状
況
で
す
。

南
国
市
か
ら
尾
花
沢
市
か
ら
ナ
パ
市
か
ら

ド
ー
バ
ー
市
か
ら
、
全
国
各
地
い
や
世
界
か

ら
心
温
ま
る
お
見
舞
い
や
救
援
物
資
な
ど
大

変
な
励
ま
し
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
人
々
か
ら
の
善
意
を
お
届
け
い
た

だ
き
ま
し
た
。
警
察
や
消
防
の
み
な
ら
ず
、

自
衛
隊
の
皆
さ
ん
に
は
救
助
捜
索
、
道
路
の

啓
開
、
倒
壊
家
屋
・
車
・
が
れ
き
の
撤
去
、

そ
し
て
炊
事
や
給
水
支
援
な
ど
、
可
能
な
こ

と
は
何
で
も
し
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

あ
ら
た
め
て
人
々
の
や
さ
し
さ
や
温
か
さ
を

感
じ
ま
し
た
。
人
間
の
す
ば
ら
し
さ
を
感
じ

ま
し
た
。「
今
の
若
い
人
は
」
と
言
わ
れ
ま

す
が
、
黙
々
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
取
り

組
む
姿
に
ま
だ
ま
だ
日
本
は
し
っ
か
り
し
て

い
る
と
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
小
・

中
学
生
も
負
け
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
後
片

付
け
の
手
伝
い
を
し
た
り
、
募
金
を
呼
び
か

け
た
り
、
弟
妹
の
面
倒
を
見
た
り
、
ま
さ
に

私
た
ち
の
希
望
の
星
で
す
。
比
較
的
被
害
の

少
な
か
っ
た
中
央
部
や
西
部
地
区
の
皆
さ
ん

も
大
変
な
状
況
を
理
解
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
救

援
の
手
を
の
べ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

市
民
の
皆
様
と
共
に
犠
牲
と
な
ら
れ
た
皆

様
の
ご
冥
福
を
お
祈
り
し
、
ま
た
被
災
さ
れ

た
皆
様
に
心
か
ら
お
見
舞
い
申
し
上
げ
た
い

と
存
じ
ま
す
。

ま
さ
し
く
命
を
か
け
て
避
難
誘
導
に
務
め

ら
れ
、
多
く
の
命
を
救
い
つ
つ
自
ら
の
命
を

落
と
さ
れ
た
警
察
官
、
消
防
団
員
、
市
職
員

に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
二
度
と
繰
り

返
し
ま
せ
ん
。
道
は
厳
し
く
険
し
く
と
も
知

恵
と
力
を
集
め
、
一
日
も
早
く
復
旧
復
興
の

道
筋
を
つ
け
る
こ
と
を
誓
い
た
い
と
思
い
ま

す
。
市
制
施
行
40
周
年
。
改
め
て
す
ば
ら
し

い
今
日
の
岩
沼
を
築
い
て
い
た
だ
い
た
先
人

の
ご
労
苦
を
思
い
、
敗
け
る
こ
と
な
く
ひ
る

む
こ
と
な
く
、
艱
難
辛
苦
を
共
に
乗
り
越

え
、
よ
り
よ
い
岩
沼
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ

と
を
広
く
宣
言
し
ま
す
。

が
ん
ば
ろ
う
、
岩
沼
。
そ
し
て
、
決
し
て

あ
き
ら
め
ま
せ
ん
、
ふ
る
さ
と
岩
沼
。

（
４
月
11
日
放
送
）

▲地震発生後すぐに災害対策本部を設置 ▲東内閣府副大臣、村井県知事が来庁 ▲避難所で、地区の代表者に対し、仮設
住宅などの説明会を行いました

がんばろう！岩沼
ふるさと岩沼の復興に向けて
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　がんばろう！岩沼

岩沼市の主な被害状況
（記述のないものは 4 月 20 日現在の数字です）

●死者数など　　　死者 132 人 、行方不明者 14 人
●火災発生状況　　１件
●避難者

区分 最高時（3 月 14 日） 4 月 20 日現在
避難者数 7,214 人 492 人
避難所数 32 カ所 3 カ所

●住宅（家屋推計）全半壊（流出含む）  約 500 棟
　　　　　　　　　床上浸水  約 1,000 棟
●浸水面積　　　　約 29㎢（国土地理院発表の概略値）  
　　　　　　　　　　 岩沼市の面積（約 61㎢）の約 48％ 
●ライフライン

区分 地震後の被害状況 復旧状況

電気 全戸停電 3 月 14 日より東部地区の一部
を除き復旧

水道 全戸断水
3 月 18 日より一部地域での通
水を開始し、順次本格通水。4
月 20 日現在の復旧率は、給水
人口ベースで 99.6％

下水道
県の終末処理場「県南浄化センター」が全壊し、完全
復旧まで最低でも 2 年かかる見通し。ただし、現在は
仮復旧により使用可能。

●主要道路の通行止め
市内の通行規制は、通行止めが 8 カ所、片側交互通行が

２カ所です。（4 月 15 日現在）
●道路などの被災箇所数
　道路…162 路線 234 カ所
　橋梁…16 カ所    橋梁護岸…17 カ所（4 月 15 日現在）
●農業

東部地区の農地の大半が津波により冠水し、また、貞山堀
沿いに設置されていた 3 カ所の排水機場も壊滅的な被害を
受けました。

地震規模：平成 23 年 3 月 11 日㈮  午後 2 時 46 分   マグニチュード 9.0   震度 6 弱 （三陸沖）

　今後、津波警報が発令された場合、次のような広報を行いますので、仙台東部道路より東側に
居住されている方や事業所にお勤めの方は、速やかに安全な場所に避難してください。
①消防車両による広報巡回
②消防サイレンを鳴らします

（20 秒吹鳴～ 5 秒停止を 10 回）
※解除された場合は、40 秒サイレンを鳴らします。
問／災害対策本部

◆余震が断続的に発生しています   今後も津波に十分ご注意ください◆

避難場所
玉浦小学校、玉浦中学校、岩沼小学校、
岩沼中学校、岩沼南小学校、岩沼北中学校、
市民会館、総合体育館（ビッグアリーナ）

●商工業
矢野目工業団地と二野倉工業団地にある約 200 の企業が、

津波により甚大な被害を受けました。

▲ビニールハウスが損壊し、農地には海水が

▲車やがれきが敷地内を埋め尽くす   
　（二野倉工業団地）



広報いわぬま2011.5月号 4

大津波により沿岸部に甚大な被害
 

震
災
後
に
行
っ
た

          

主
な
応
急
対
策  

◆
捜
索
活
動
と
災
害
復
旧
活
動

　
地
震
発
生
後
か
ら
連
日
、
海

岸
一
帯
を
中
心
に
、
消
防
と
自

衛
隊
に
よ
り
捜
索
活
動
や
通
行

障
害
物
の
除
去
な
ど
が
行
わ
れ

ま
し
た
。
陸
上
自
衛
隊
第
33
普

通
科
連
隊（
三
重
県
津
市
久
居
）

を
中
心
に
、
約
５
０
０
人
体
制

で
懸
命
に
支
援
し
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
流
木
や
が
れ
き
な
ど

の
撤
去
に
つ
い
て
は
、
自
衛
隊

に
加
え
て
岩
沼
建
設
産
業
同
友

会
な
ど
の
皆
さ
ま
の
ご
協
力
を

い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
関

係
す
る
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を
い

た
だ
き
、
自
衛
隊
の
重
機
の
投

入
に
よ
り
、
が
れ
き
な
ど
を
取

り
除
き
、
不
明
者
の
捜
索
を
行

い
ま
し
た
。

  

浸
水
地
域
の
排
水
に
つ
い
て

は
、
土
地
改
良
区
の
排
水
作
業

に
加
え
、
国
土
交
通
省
か
ら
の

ポ
ン
プ
に
よ
り
、
東
部
一
帯
の

排
水
を
行
っ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。

◆
食
料
・
物
資
配
給

　
避
難
所
に
対
し
、
炊
き
出
し

に
よ
る
お
に
ぎ
り
と
、
水
の
配

給
を
行
っ
た
ほ
か
、
多
く
の
企

業
や
団
体
な
ど
か
ら
支
援
し
て

　　東日本大震災

▲大津波の直撃を受けた老人福祉センター千寿荘

▲15時57分で動きを止めた時計
　（亘理名取共立衛生処理組合）

▲さまざまな団体が避難所などで炊き出し ▲全国各地から届けられたたくさんの支援物資 ▲多くの自動車が流された仙台空港前

▲津波で横になぎ倒された松林

▲津波を受け倒壊した家屋

▲車やがれきが散在する航空大学校付近
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東日本大震災 M
マグニチュード

9.0 市内で震度 6 弱

い
た
だ
い
た
パ
ン
な
ど
の
食

料
、
毛
布
、
下
着
・
靴
下
な
ど

の
衣
類
、
歯
ブ
ラ
シ
な
ど
の
生

活
関
連
用
品
の
ほ
か
、
さ
ま
ざ

ま
な
物
資
を
配
給
し
ま
し
た
。

◆
ト
イ
レ
対
策
・
入
浴
支
援

　
仮
設
ト
イ
レ
を
市
役
所
前
広

場
・
保
健
セ
ン
タ
ー
前
・
市
民

会
館
前
・
総
合
体
育
館
前
・
岩

沼
小
学
校
に
設
置
し
ま
し
た
。

ま
た
、
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
岩
沼
で

の
無
料
入
浴
サ
ー
ビ
ス
を
実
施

し
ま
し
た
。

◆
医
療
・
保
健
活
動

　
救
護
所
を
保
健
セ
ン
タ
ー
に

開
設
。
市
医
師
会
、
市
歯
科
懇

話
会
、
岩
沼
薬
剤
師
会
、
日
本

赤
十
字
社
は
じ
め
さ
ま
ざ
ま
な

医
療
チ
ー
ム
や
大
阪
市
の
支
援

を
受
け
、
避
難
所
へ
の
巡
回
診

療・健
康
相
談
を
行
い
ま
し
た
。

◆
緊
急
生
活
支
援
金
の
支
給

   

今
回
の
地
震
で
被
災
さ
れ
た

市
民
の
皆
さ
ん
に
、
当
面
の
生

活
費
と
し
て
「
緊
急
生
活
支
援

金
」
を
支
給
し
ま
し
た
。
家
屋

の
全
壊
・
半
壊
ま
た
は
床
上
浸

水
の
被
害
を
受
け
ら
れ
た
皆
さ

ま
に
世
帯
ご
と
に
２
万
円
も
し

く
は
３
万
円
を
支
給
し
ま
し

た
。

　がんばろう！岩沼

▲▶自衛隊や消防による捜索活動。がれきや壊れた家の中などに
救助を求めている人がいないか捜索

▲津波により県道岩沼海浜緑地線が分断

▶
潜
水
士
が
貞
山
堀
な
ど
を
捜
索

▶約
１
ｋｍ
以
上
西
に

流
さ
れ
た
県
南
浄
化

セ
ン
タ
ー
の
ガ
ス
タ

ン
ク

▲津波で破壊された堤防
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◆
生
活
再
建
支
援

　
市
独
自
の
支
援
制
度
も
含
め

た
生
活
支
援
の
各
種
制
度
に
関

す
る「
被
災
者
総
合
相
談
窓
口
」

を
開
設
し
、
被
災
者
の
生
活
再

建
に
向
け
た
情
報
提
供
な
ど
を

行
い
ま
し
た
。

◆
廃
棄
物
処
理

　

生
活
ご
み
や
災
害
ご
み
を
、

収
集
可
能
地
域
か
ら
順
次
収
集

し
て
い
ま
す
。

◆
道
路

　
市
道
の
路
面
陥
没
や
亀
裂
な

ど
の
応
急
復
旧
作
業
を
継
続
し

て
い
ま
す
。

◆
住
宅
等
の
応
急
対
策

▼
地
震
等
被
災
建
築
物
応
急
危

険
度
判
定

　
被
災
し
亀
裂
等
を
生
じ
た
建

築
物
・
宅
地
に
よ
る
二
次
災
害

の
軽
減
、防
止
を
図
る
た
め
に
、

東
部
道
路
か
ら
東
側
貞
山
堀
ま

で
の
区
域
に
お
け
る
被
災
建
築

物
お
よ
び
宅
地
の
「
応
急
危
険

判
定
」作
業
を
実
施
し
ま
し
た
。

▼
被
災
住
宅
相
談
窓
口
の
開
設

　
被
災
住
宅
の
耐
震
や
応
急
修

理
等
に
関
し
て
、
４
月
21
日
に

建
築
士
に
よ
る
相
談
窓
口
を
開

設
し
ま
し
た
。

◆
応
急
仮
設
住
宅
の
建
設

　
里
の
杜
駐
車
場
・
多
目
的
広

場
に
プ
レ
ハ
ブ
住
宅
を
建
設
し

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
県
で
借
り

上
げ
た
民
間
賃
貸
住
宅
、
公
営

住
宅
（
県
営
・
市
営
な
ど
）
を

加
え
た
「
応
急
仮
設
住
宅
」
の

入
居
申
込
の
受
け
付
け
を
４
月

５
日
～
15
日
の
期
間
に
行
い
ま

し
た
。

◆
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン

▼
水
道

　
断
水
に
対
応
す
る
た
め
、
地

震
発
生
翌
日
の
３
月
12
日
か
ら

給
水
を
行
い
ま
し
た
（
最
大
で

市
内
６
カ
所
）。

▼
下
水
道

　
各
家
庭
な
ど
か
ら
の
汚
水
を

処
理
す
る
県
の
終
末
処
理
場

「
県
南
浄
化
セ
ン
タ
ー
」
は
全

壊
し
、
完
全
復
旧
ま
で
最
低
で

も
２
年
か
か
る
見
通
し
で
、
現

在
は
仮
復
旧
に
よ
り
下
水
の
上

澄
み
を
塩
素
で
消
毒
し
、
放
流

し
て
い
る
状
況
で
す
。
節
水
に

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
情
報
の
伝
達

　
地
震
発
生
直
後
か
ら
、
エ
フ

エ
ム
い
わ
ぬ
ま
で
災
害
情
報
や

生
活
関
連
情
報
な
ど
を
放
送
。

井
口
市
長
自
ら
毎
日
情
報
を
発

信
し
ま
し
た
。
ま
た
、
ラ
ジ
オ

や
テ
レ
ビ
な
ど
の
報
道
機
関
を

通
じ
た
広
報
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
の
広
報
、
避
難
所
や
市
役
所

１
階
総
合
案
内
窓
口
へ
の
情
報

の
掲
示
、
広
報
い
わ
ぬ
ま
災
害

臨
時
号
の
発

行
な
ど
で
、

市
民
の
皆
さ

ん
に
情
報
を

お
知
ら
せ
し

ま
し
た
。

ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
が
停
止

　
市
内
各
所
で
長
蛇
の
列

▲庁舎前の広場に掲示された災害
写真など

▲生活再建の第一歩としての応急仮設住宅

　　東日本大震災

▲南国市からの給水支援
▲雪が降る中、給水を待つ市民

▲給水所に長蛇の列

▲スーパーなどには多くの市民の並ぶ姿▲電車の運行情報を駅で確認

▲ガソリンスタンドにも、連日長蛇の列▲市役所に設置された特設公衆電話▲避難所での生活

▲岩沼小プールの水も
生活水として使用
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▲村井嘉浩県知事が避難所の市
民会館と総合体育館を訪問。
一人ひとりに声をかけていま
した

▲岩沼西中の生徒有志が道路
沿いでごみ拾い。身近なと
ころから、地域の力になろ
うと実施

あたたかい支援の輪
復興に向けて…

▲▼ナパ市・ドーバー市からのメッセージ

◀▲高知県南国市から
      折鶴と子どもたちからのメッセージ

▲第296米陸軍音楽隊の皆さんによるロビーコンサー
ト（市民会館）。避難者は、「避難所にいると暗い
ニュースをテレビで見るばかり。久しぶりに明るい
気持ちになった」と話していました

◀▲尾花沢市からそばの振
　　る舞い

▲総合体育館で映画上映

▲被災した東保育所の園児が多く入所し
ているはるかぜ保育園にドラえもんが
登場。皆笑顔で楽しく過ごしました

▲尾花沢小学校の皆さんからのメッセージ

　がんばろう！岩沼

▲ベガルタ仙台の大久保剛志選手(岩沼市出身・写真中央)による
チャリティーサッカー教室。久しぶりに体を動かした子どもた
ちの顔には笑顔が。この教室で集まった義援金や衣類などの支
援物資が災害対策本部に届けられました

▲玉浦小学校に避難していた方々
などで、小学校をきれいに掃除

▶市
民
会
館
で
陸
上
自
衛
隊

第
10
師
団
音
楽
隊
が
コ
ン

サ
ー
ト
を
開
催

▲北海道の下水道災害復旧支援チー
ムが、下水道調査を支援

▶
東
北
楽
天
ジ
ュ
ニ
ア
コ
ー
チ
に

よ
る
野
球
教
室
。
元
気
い
っ
ぱ

い
の
子
ど
も
た
ち
の
笑
顔



広報いわぬま2011.5月号 8

被災された方々への主な支援制度の申請を受け付けます
相談・受付期間／ 5 月 15 日㈰まで   9 時～ 16 時   　場所／市役所６階　第 1 会議室
制度の名称 支援の内容 対象となる方 準備していただくもの 担当課

災害
弔慰金

○生計維持者が
死亡した場合：
500 万円

○その他の者が
死亡した場合：
250 万円

○災害により死亡した方（被災時に
岩沼市に住所を有していた方等）
のご遺族

○支給の範囲・順位は、死亡した方
の①配偶者、②子、③父母、④孫、
⑤祖父母

○受領される方の身分証明書の写し（運
転免許証、健康保険証、年金証書等）

○死亡診断書（検案書）等の写し
○振込口座の通帳の写し（金融機関名、

取引店名、口座番号が印字された部分）
○印鑑

災害障害
見舞金

○ 250 万円また
は 125 万円を
支給

○災害により、重い障害を受けた方
○診断書（指定様式）
○振込口座の通帳の写し（金融機関名、

取引店名、口座番号が印字された部分）
○印鑑

岩沼市　
自然災害
見舞金

○住居が全壊
   （流出を含む）

10 万円、
　半壊 5 万円

○自然災害発生時に市内に住所を有
していた方のうち、災害によりそ
の住居に被害を受けた世帯の世帯
主

○り災証明書
○振込口座の通帳の写し（金融機関名、

取引店名、口座番号が印字された部分）
○印鑑

被災者
生活再建
支援制度

○住宅が全壊等または大規模半壊した世帯（住宅が半壊
または住宅の敷地に被害が生じたため住宅を解体せざ
るを得ない場合等も含む。）

○支給額は、以下の２つの支援金の合計額
    （※ 世帯人数が１人の場合は、各該当欄の金額の 3/4 の額）

① 住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金）

② 住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金）

※ 一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購
入する場合は、合計 200 万円まで。補修を行う場合は、
合計 100 万円までとなります。

○り災証明書
○半壊または大規模半壊のり災証明を受

け、あるいは住宅の敷地に被害が生じ
るなどして、そのままにしておくと非
常に危険であったり、修理するにはあ
まりにも高い経費がかかるため、これ
らの住宅を解体した場合には、そのこ
とを証明する解体証明書および滅失登
記簿謄本

※敷地被害による解体の場合は、上記に
加えて、敷地被害を証明する書類（宅
地の応急危険度判定結果、敷地の修復
工事の契約書など）が必要です。

○住民票または外国人登録原票記載事項
証明書

○預金通帳の写し（金融機関名、取引店名、
口座番号、世帯主本人名義「フリガナ名」
の記載があるもの）

○加算支援金を同時に申請される場合は、
今後住まいをどのようにされるのか（住
宅の建設・購入、補修または賃借）に
応じ、そのことを確認できる契約書等
の写し

住宅の
応急修理

○災害により全壊、
大規模半壊また
は半壊した住宅
を岩沼市が業者
に依頼し一定の
範囲内で応急修
理する。

○住宅の居室、台
所、トイレ等日
常生活に欠くこ
とのできない部
分の修理。

○修理限度額は、　
１世帯当たり52
万円（補助金で
はありません。）

○対象世帯は、以下の全ての要件
を満たす世帯となります。

①全壊、大規模半壊、半壊の被害
を受けたこと。

②応急仮設住宅（民間賃貸住宅を
含む）を利用しないことなど。

○所得制限等
　前前年の世帯全体の年収等が以

下のいずれかに該当する世帯が
対象です。※ただし、全壊また
は大規模半壊の住家被害を受け
た世帯については、所得制限は
ありません。

①世帯全体の年収が 500 万円以
下の場合

②世帯全体の年収が 500 万円超、
700 万円以下で、かつ、世帯主
が 45 歳以上または要援護世帯

③世帯全体の年収が 700 万円超、
800 万円以下で、かつ、世帯主
が 60 歳以上または要援護世帯

○住宅が半壊以上の被害を受けたことが
確認できるり災証明書

○住民票（外国人世帯にあっては、外国
人登録原票記載事項証明書）等世帯が
居住する住宅の所在、世帯の構成が確
認できる市町村が発行する証明書類

○世帯の前前年の総所得金額が確認でき
る市町村が発行する証明書類（※）

○要援護世帯で申請する場合、要援護世
帯であることが確認できる証明書類

（※）
○印鑑
※大規模半壊以上の被害を受けたことが

確認できる場合は不要

住宅の
再建方法 建設・購入 補修 賃借

（公営住宅以外）

支給額 200 万円 100 万円 50 万円

住宅の
被害程度 全壊 大規模半壊

支給額 100 万円 50 万円

会
計
課
（
☎
内
線
２
１
１
）

社
会
福
祉
課
（
☎
内
線
３
５
５
）

都
市
計
画
課
（
☎
内
線
４
２
４
）

災害に関する各種お知らせ　

※なお、上記の申請の際、義援金申請も受け付けますので、詳しくは会場でお問い合せください。
　問/社会福祉課（☎内線355）
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平成22年度分 市税等の納税通知書の発送について
　3 月 15 日および 4 月 15 日に発送を予定していた
平成 22 年度分の市・県民税、国民健康保険税、介護
保険料と後期高齢者医療保険料の納税通知書につい
ては、震災のため発送を見合わせていましたが、3 月
15 日発送予定分は納期限を 5 月 31 日に、４月 15 日
発送予定分は 6 月 30 日にそれぞれ延長した上で、5
月上旬に発送します。問／税務課（☎内線 243）

市税等の減免について
　震災により、住宅家屋につき全壊、大規模半壊、半
壊のいずれかに該当する損害を受けられた納税義務者
については、市税等の減免制度を適用する予定となっ
ています。そのため、現在、新たに東日本大震災によ
る災害被害者に対する減免に関する条例を策定する準
備を行っています。手続き等の詳細が決まり次第、広
報等でお知らせします（市・県民税、固定資産税、国
民健康保険税等）。
問／税務課（☎内線 243 ～ 248）

平成23年度 市税等の納期の変更について
　震災により、国税庁では当面の対応策として、多大な
被害を受けた地域について、所得税・贈与税の申告納付
の期日を延長しました。市としても、被災された納税義
務者の皆さまの状況等から、混乱を来さぬよう市税等の
納期限を変更する予定です。期限等は、決まり次第広報
等でお知らせします。問／税務課（☎内線 249）

被災した軽自動車等の軽自動車税の課税停止について
震災で使用できなくなったり、所在不明となった

軽自動車（軽四輪自動車、原動機付自転車、二輪の小
型自動車、農耕用トラクター等）については、届出に
より平成23年度分の軽自動車税の課税を停止します。
該当する軽自動車等がある場合は、市役所２階の税務
課窓口までお申し出ください。（窓口までお越しいた
だけない場合は、電話にてご連絡ください。）
　なお、使用不能、または所在不明となった軽自動車
等については、登録を抹消する廃車手続きが必要とな
ります。

本来、軽自動車税は、4 月 1 日に登録されている
軽自動車等に課税されますが、震災により被災した軽
自動車等の廃車は 4 月 1 日以降に手続きをされた場
合であっても、3 月 11 日に廃車されたものとします。
軽自動車税の納税通知書が届いた後でも、この度の震
災による廃車の手続きは可能です。下記の窓口で廃車
の手続きをしてください。

車種 手続き場所
原動機付自転車（125㏄以下）
小型特殊自動車（農耕作業用等）

市役所２階　税務課
（☎内線 244）

軽自動車
（軽二輪、三輪、四輪）

宮城県軽自動車協会
仙台市宮城野区苦竹四丁目
2-20　☎ 022-232-5724

小型二輪（251㏄以上）
東北運輸局　宮城運輸支局
仙台市宮城野区扇町三丁目
3-15　☎ 050-5540-2011

災害援護資金の貸付  次の①～③のいずれかに該当する場合、世帯主に生活立て直しのための資金を貸し付けます。
①世帯主が災害により負傷し、療養期間 1 カ月以上   ②家財の 1/3 以上の損害   ③住居の半壊または全壊・流出

世帯
人数

所得制限あり
( 平成 21 年の総所
得金額 )

1 人 220 万円
2 人 430 万円
3 人 620 万円
4 人 730 万円

5 人
以上

１人増すごとに
730万円に30万円
を加算。※住居滅失
の場合1270万円

貸付
限度額

貸付利率 年 3％（据置期間は無利子）
据置期間 ３年以内（特別の場合 5 年）
償還期間 10 年以内（据置期間を含む）
申請受付／市役所 6 階  第 1 会議室（9 時～ 16 時）　5 月 1 日㈰～ 15 日㈰　　問／会計課（☎内線 211）

⑴ . 世帯主に 1 カ月以上の負傷がある場合
㋐当該負傷のみ 150 万円   ㋑家財の 1/3 以上の損害 250 万円
㋒住居の半壊 270 万円  　 ㋓住居の全壊 350 万円
⑵ . ⑴以外の場合
㋐家財の 1/3 以上の損害 150 万円　㋑住居の半壊 170 万円
㋒住居の全壊（㋓の場合を除く）250 万円
㋓住居全体の滅失または流失 350 万円

◆必要なもの
○平成 21 年の所得証明書
○り災証明書
○印鑑および印鑑証明書
○世帯主の負傷による借

入の場合は医師の診
断書（指定様式）

○岩沼市内に居住する保
証人（保証人の印鑑お
よび印鑑証明書）

災害住宅手当（家賃補助）
制度の名称 支援の内容 対象となる方 準備して

いただくもの

災害住宅
手当

家賃を補助

※会社等から支給
される住宅手当
を差し引いた額

※月３万円が上限
※２年間を限度

○次のすべての要件を満たす世帯となります。
①災害発生時に岩沼市に住所を有していること。
②住宅が全壊または大規模半壊した方（住宅が半壊または住宅の敷地に

被害が生じたため、住宅を解体せざるを得ない場合等を含む。）
③災害発生時から平成 24 年 3 月末日までの間に賃貸住宅契約を締結し、

現に居住していること。
④応急仮設住宅等を利用しないこと。
⑤生活保護法に基づく被保護者でないこと。
⑥本人および生計を一にする同居親族のいずれもが、居住可能な住宅を

所有していないこと。

○り災証明書
○賃貸住宅契約

書の写し
○住民票（世帯

員全員）の写
し

○振込口座の通
帳の写し

○印鑑

申請受付／市役所 6 階  第 1 会議室（9 時～ 16 時）   5 月 1 日㈰～ 15 日㈰   問／社会福祉課（☎内線 355）

災害に関する各種お知らせ　

土地および家屋の課税台帳
の縦覧・閲覧について

4月1日より予定していた固定資産税・都市計画税課税台帳の縦覧、閲覧については、
地方税法第416条の規定に基づき、6月1日㈬から市役所2階税務課固定資産税係の窓
口で開始します。問／税務課（☎内線247）
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介護サービス利用者の利用者負担
について
　震災により、本人または生計維持者
が所有する住宅に著しい損害を受けた
方等、一定要件に該当する方は、５月
末までの利用料の支払いが猶予されま
す。猶予された利用料については、後
日改めて減免の申請を受け付けます。
対象となる方へのお知らせと手続き等
については、ご利用の介護サービス事
業所を通じてお知らせします。
問／介護福祉課（☎ 24-3016）

災害に関する各種お知らせ　

津波により放置されている自動車
について
　市が保管または保管予定の車両につ
いては、市のホームページや市役所１
階掲示板等で告知していますので、所
有する車両のナンバーがあった場合
は、名前と連絡先をお知らせください。
　現在、車の所有者が車両や状態など
の確認ができるよう準備を進めていま
すので、車の公開期間および引渡し方
法が決まりましたら、市のホームペー
ジや市役所１階掲示板等で告知しま
す。問／土木課（☎内線 415）

各家庭等からの汚水を処理する下水道施設「県南浄化センター」が被災
したことから、現在汚水の処理能力には限界があります。できる限りの
節水にご理解とご協力をお願いします。問／下水道課（☎内線443）

介護保険被保険者証について
　要介護認定を受けている方について
は、介護保険被保険者証を紛失したこ
と等により介護サービス事業者等に提
示できない場合でも、氏名、生年月日、
住所を申し立てることにより、介護サ
ービスを受けることができます。
問／介護福祉課（☎ 24-3016）

り災証明 住家の被害程度を証明します。調査が必要な場合
は、調査後に証明書を郵送します。

被災届出証明 門や塀などの住家の付帯物や自動車、家財等につ
いて、被害届があったことを証明します。

り災証明書等の申請・交付について
　震災で住宅などの建物が壊れた方が、損害保険、税の減免や
融資などの手続き、また、各種支援制度を利用する場合の「り
災証明書」や住宅以外に関する「被災届出証明書」の交付申請
受付を行っています。
①受付時間：9 時～ 17 時 15 分（土・日、祝日は除く）
②用意いただくもの

・印鑑（無い場合は拇印でかまいません。）
・本人が確認できるもの（運転免許証、保険証など）
・委任状（証明願人本人が申請する場合は必要ありません。）
・被害状況写真（り災証明（事業用）の方のみ）

③対象
【一般の方】受付場所：市役所２階  税務課窓口

　申請後に被害状況の調査を行い、全壊、大規模半壊、半壊、
一部損壊の４つのランクで判定し、後日郵送にて交付してい
ます。（被災地区によっては、即日交付する場合もあります
が、郵送には２週間程度を要します。また、「被災届出証明書」
については、被災地区に関わらず即日交付しています。）　　

問／税務課（☎内線 247・248）

【事業主の方】受付場所：市役所３階  商工観光課窓口
　震災により事業資産に被害を受けた事業主の申請に基づ
き、り災証明書の交付を行っています。り災証明書は、申
請後に現地調査を行い、後日郵送により交付します。なお、
現地調査前に修繕等をされる場合には、修繕前の写真を添付
してください。　　    問／商工観光課（☎内線 322・323）

   上下水道料金の取り扱いについて

3 月分
（2月使用分）

3 月分（2 月使用分）の請求は震災の影響で行って
いませんので、金融機関等の窓口でお支払いの方は
５月 16 日に水道料金等納入通知（請求）書で請求
させていただき、口座振替の方は５月 26 日に引き
落としさせていただきます。

4 月分
（3月使用分）

すべての水道使用者の基本料金、水量料金ともに免除
します。

5 月分
（4月使用分）

東部道路の西側
の区域にお住ま
いの方

通常どおり 5 月 16 日に水道料金
等納入通知（請求）書で請求させ
ていただきます。口座振替の方は
５月 26 日に引き落としさせてい
ただきます。※3月分（2月使用分）
と一緒に引き落としとなります。

東部道路の東側
の区域にお住ま
いの方

基本料金、水量料金ともに免除し
ます。

問／水道事業所（☎内線 459）

節水のお願い

津波による流木や土砂および車の
撤去について
　震災に伴う津波による、流木や土砂
などについては、災害廃棄物として岩
沼市が撤去しています。震災後の復興
活動の妨げになることから、道路の確
保を優先的に行っていますが、引き続
き住宅や事業所などの宅地についても
順次行っていきます。住宅や事業所な
どについては、可能なかぎり、木材・
金属類などの分別を行い、敷地内で集
積の協力をお願いします。
　なお、車両も合わせて撤去しますの
で、撤去の必要のない車両については、
車に『撤去不要』と表示をお願いします。
問／土木課（☎内線 415）



11

（１）生活ごみの収集について
蒲崎・新浜・長谷釜・二野倉・相野釜・藤曽根

地区を除く市内全地区で、有害・危険物ごみを除く
すべてのごみを「ごみカレンダー」どおり収集して
います。
※資源ごみのうち、コンテナ収集を行っていた缶や

びん、せともの等はコンテナの確保ができないた
め、当分の間、リサイクル袋での収集にご協力を
お願いします。

（２）災害ごみの収集について
　順次作業を進めていますが、量が膨大なため、作
業は困難を極め、予想以上に時間がかかっています。
できるだけ早い撤去に向けて取り組んでいます。な
お、津波による被害を受けた東部地区の各家庭から
排出される災害ごみは、順に収集しています。ごみ
の出し方については、燃えるごみ（生ごみ、紙くず、
濡れた雑誌など、できるだけ袋に入れる）と粗大ご
み（畳、布団、家具、電気製品等）に分け、ごみ集
積所には出さずに、分別して道路に面した自宅敷地
内で保管していただきますようお願いします。
　収集にあたっては、収集車両の手配の関係で燃え
るごみと粗大ごみ・電気製品は別々に回収していま
すのでご了承願います。

（３）災害ごみ等の自己搬入について
　家庭からの災害ごみの個人での持込が可能な方
は、仮置き場まで搬入をお願いします。
①搬入場所：寺島字川向 45-53　亘理名取共立衛

生処理組合事務所の北側隣接地の仮置き場（南
浜中央病院東側）

②受入ごみ：㋐粗大ごみ（畳、布団、机、家具等）
　㋑電気製品（テレビ、洗濯機、冷蔵庫等）
　㋒ブロック、瓦、コンクリートくず

※燃えるごみは、持ち込みできません
③搬入時間：9 時～ 12 時、13 時～ 16 時

市民バスについて
　市民バスは、運行可能な区域で再開しています。
①運行時間：バス時刻表どおり
②運行路線：大師線、西部線、南長谷線、南北線
　は全線運行
※東部地区では運行ルートの確保が難しい状況に

ありますので、以下のとおりの運行となります
が、道路等の復旧状況により、順次通常ルート
に広げています。

・空港線：相野釜、千寿荘を除く全線での運行
・二野倉線：玉浦小学校前での折り返し運行（西

土手、恵洪寺、林住宅西口のルートは通行可能）
・納屋線：曲戸（まがと）での折り返し運行
③バス料金：4 月 29 日㈮から通常料金
問／生活環境課（☎内線 333）

災害に関する各種お知らせ

住民票・所得証明書の無料交付について
　被災された方が、災害に関連した手続きのた
め、住民票の写しや所得証明書を必要とされる場
合は、り災証明書または被災届出証明書を提示い
ただくと、当分の間、交付手数料が無料となりま
す。請求される際に、市民課窓口でお申し出くだ
さい。問／市民課（☎内線 227）

市外から避難されている皆さまへ
　市外から岩沼市内に避難されている方の現在の
居住地の情報提供を受け付けています。
　その情報を避難前にお住まいの県や市町村に提
供することにより、災害に関する手続き等のお知
らせを受け取ることができます。
　詳しくはお問い合わせください。
受付・問／市民課（☎内線 227）

震災による児童扶養手当の特例措置について
◇現在、全部停止や減額されている方
   ひとり親の方で、現在所得制限により全部停止
になっている方や減額されている方の中で、今回
の震災により受給者、扶養親族が所有する住宅・
家財などの財産について、おおむね 2 分の 1 以
上の損害を受けた方は、支給対象になります。
提出書類／児童扶養手当被災状況書など
◇新規で認定請求ができる方 
   児童の母もしくは父、または養育者が震災によ
り生死が明らかでない場合は、認定請求ができま
すので、ご相談ください。
問／子ども福祉課（☎内線 396）

拾得物（津波による流失物）の展示について
　心当たりのある品がありましたら、係員に申し
出てください。
開設日時／ 10 時～ 15 時　当分の間　
                月曜日～金曜日（土・日、祝日は除く）
場所／旧勤労青少年ホーム（保健センター南隣り）
　　　※変更になる場合があります
展示品／写真、アルバム、位牌など（通帳などの

　　　有価物を除く）
問／災害対策本部

悪質商法に
ご注意を‼

震災に乗じた悪質商法等の情報が寄せられています。その手口もさまざまですので、十分ご注意ください。
少しでも不審なことがありましたら、市へお問い合わせいただくか、警察にご連絡ください。  
問／生活環境課（☎内線334）･岩沼警察署（☎22-4341）
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岩沼市社会福祉協議会からのお知らせ
◆臨時の無料法律相談
日時／ 5 月 7 日、14 日、21 日、28 日（いずれも土曜日）     10 時～ 15 時
場所／総合福祉センター    予約・問／岩沼市社会福祉協議会（☎ 29-3711）

◆ボランティアの派遣依頼について
　被災者宅等（赤紙家屋を除く）の片付け作業などに災害ボランティアセンターからボランティア
を派遣しています。手伝いを必要とする方は、お申し込みください。また、ボランティアの募集を
しています。詳しくはお問い合わせください。
申込・問／岩沼市社会福祉協議会　岩沼市災害ボランティアセンター
              （ 080-5949-7541 または 080-5949-7542）

　予算総額は、歳入歳出とも 140 億 5,500 万円で、新図書館や南部地区総合福祉プラザの建設事業が平
成 22 年度で完了したことなどにより、対前年度比 10.1％の減となりました。
　平成 23 年度は、東日本大震災に伴い、緊急・即応の観点から柔軟に予算対応を行う必要があります。
当初予定している事業の執行停止や延期などの対応も必要な状況となっています。

平成 23 年度各種会計予算が、2 月から 3 月に開かれた平成 23 年第 1 回市議会定例会で可決、
成立しました。23 年度予算の概要について皆さんにご紹介します。（一部端数を調整）

平成23年度予算の概要

一般会計予算総額 140 億 5,500 万円

【歳出】目的別
科目 予算額

（万円）
構成比
（％）

前年度比
（％）

議会費 2 億 4,953 1.8 29.9
総務費 17 億 7,076 12.6 ▲ 25.1
民生費 50 億 8,134 36.1 ▲ 7.5
衛生費 11 億 3,674 8.1 18.9
労働費 5,243 0.4 ▲ 16.7
農林水産業費 4 億 1,400 2.9 2.9
商工費 2 億 3,433 1.7 17.4
土木費 19 億 1,602 13.6 ▲ 11.1
消防費 4 億 2,066 3.0 ▲ 7.1
教育費 15 億 9,167 11.3 ▲ 26.9
災害復旧費 0 0.0 0.0
公債費 11 億 5,259 8.2 1.5
諸支出金 2,493 0.2 ▲ 1.3
予備費 1,000 0.1 0.0

計 140 億 5,500 100.0 ▲ 10.1

【歳入】
科目 予算額

（万円）
構成比
（％）

前年度比
（％）

市税 63 億  701 44.9 0.7
繰入金 6 億  227 4.3 ▲ 47.9
使用料および
手数料ほか 6 億 7,157 4.8 5.7

地方交付税 18 億 2,000 13.0 20.9
国庫支出金 19 億 8,782 14.1 ▲ 1.4
県支出金 8 億 1,958 5.8 8.8
市債 11 億  820 7.9 ▲ 57.0
地方譲与税ほか 7 億 3,855 5.2 2.5

計 140 億 5,500 100.0 ▲ 10.1

特別会計予算

事業名 予算額
（万円）

前年度比
（％）

国民健康保険事業 39 億 7,663 0.8
後期高齢者医療 3 億 3,946 ▲ 3.4
介護保険事業 27 億 9,634 10.0
公共下水道事業 18 億 2,527 11.6
農業集落排水事業 1 億  440 0.8

合計 90 億 4,210 5.3

企業会計予算

事業名 収益的収支
（万円）

資本的収支
（万円）

水道事業 収入 12 億 1,420 2 億 5,628
支出 12 億  51 7 億 1,863

特別都市下水路事業 収入 1 億 5,602 －
支出 1 億 3,753 1 億  973
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５ 月 の 相 談 問い合わせは、
岩沼市役所（☎ 22-1111・ 24-0897）へ

人 権 人権に関すること
内線642
さわやか市政推進課

9日㈪　13:00～16:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）
※当日は電話による相談も受け付けます

行 政 国や県に対する苦情・要望
内線642
さわやか市政推進課

10日㈫・17日㈫　9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

心 配 ご と 生活上でのいろいろな心配ごと
内線642
さわやか市政推進課

6日㈮・12日㈭・19日㈭・26日㈭
9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

消 費 生 活 消費生活に関する相談
内線323
商工観光課

毎週月・水・金（祝日除く）
9:00～15:00
市役所2階市民ホール相談室（内線235）

（6日㈮と9日㈪は3階商工相談室）
税 務 税金に関すること

内線243
税務課

7のつく日　9:00～15:00　
休日は翌日　土曜日は翌々日
市役所2階市民ホール相談室（内線236）
※5月は9日㈪、17日㈫、27日㈮です

在宅介護・介護予防 高齢者の介護・介護予防などに関すること
高齢者虐待防止 高齢者の虐待・権利擁護・介護者支援の相談・通報

☎24-3016
介護福祉課
相談・通報窓口は、
日常生活圏域ごと
にあります

西小学区：岩沼西地域包括支援セン
ター（☎36-7266）、岩小学区：岩沼市
社会福祉協議会地域包括支援センター

（☎25-6834）、南小学区：南東北地域
包括支援センター（☎23-7543）、 玉小
学区：マリンホーム地域包括支援センター

（ 080-6043-4940）
家 庭 児 童 家庭など児童に関すること

内線395
子ども福祉課

平日8:30～16:30
市役所3階子ども福祉課

母子・寡婦家庭 母子・寡婦家庭生活に関すること
23日㈪　10:00～15:00　〔前日まで要予約〕
仙台保健福祉事務所岩沼支所相談室

（中央3丁目1-18）
予約電話　☎022-363-5507

身体障害者（児） しょうがい ふくし そうだんかい
内線352
社会福祉課

身体障害者（児)の生活などに関する相談
５月の相談はありません。
岩沼市身体障害者福祉協会相談員:寺門

（☎24-4243）
障害者（児） 障害者（児）の生活など

☎24-1712
指定相談支援事業所
ぱれっと

平日9:00～17:00　要電話予約
中央2丁目5-26

生 活 困 窮 生活保護制度および
その社会保障制度に関すること

内線353・354
社会福祉課

平日8:30～17:15
市役所3階社会福祉課

子 育 て 子育てに関すること
①☎21-7534
　☎22-3087
② 080-1660-1071

①地域子育て支援センター（岩沼保育園）
　平日10:00～15:00
②子育て支援センター(岩沼みなみプラザ)
　平日  9:00～17:00

ふれあい福祉相談 福祉・生活などに関すること
☎29-3711
市社会福祉協議会

一般相談　平日8:30～17:00
（総合福祉センター内）

青 少 年 学校・家庭生活・異性問題や交友関係など

教 育 不登校・いじめなど
青少年室・教育相談センター　
平日9:00～16:00（昼の1時間除く）
ヤングテレホン相談員専用電話☎22-3333

※休日当番での給水装置の修繕な
どは、すべて有料です。

※業務時間は、8:00～17:00
時間外は玉崎浄水場（☎22-
3345）までご連絡ください。

● 1 日㈰　㈱嶺利設備工業所 ☎22-1451
● 3 日㈫　㈲管栄設備 ☎22-4464
● 4 日㈬　㈲森久設備 ☎22-0450
● 5 日㈭　㈲ウオーテックヤオヤ ☎22-2417
● 7 日㈯　㈲堺水道工業所 ☎22-2835
● 8 日㈰　相原水道工業所 ☎22-0346
●14日㈯　㈲藤正施設 ☎24-3209
●15日㈰　㈲小島設備工業所 ☎22-1997
●21日㈯　フライ設備 ☎24-0886
●22日㈰　㈲シンコウ設備工業 ☎24-0431
●28日㈯　高橋工業 ☎23-3794
●29日㈰　㈱小野配管 ☎22-2860

※ あるまちの市役所情報は、６月から再開します。

5月の保健事業について
今月号は、けんこうチェック、休日急患当番医、休日歯科診療の掲載

はありません。広報いわぬま災害臨時号②（４月15日発行）と一緒に配
布しました「５月・６月の保健事業日程のお知らせ」をご覧ください。

問／健康増進課（☎内線345～349）

広報いわぬまの「みんなのひろば」を６月号から再開します
市民手作りの催しやサークル会員募集の情報などをお知らせする「み

んなのひろば」へ記事掲載を希望する方は、5月9日㈪まで、さわやか
市政推進課（☎内線644・ 22-2143・ kouhou@city.iwanuma.
miyagi.jp）へご連絡ください。

岩沼市の行政相談委員の紹介
〈再任〉佐藤 千代子さん（桜第一東）
〈再任〉菊地 善二郎さん（土ケ崎第二）
４月１日付けで、総務大臣から行政相談委員に委嘱されました。任期

は２年です。
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農園面積／１区画 約25㎡　区画数／36区画　貸出期間／５月～平成24年２月下旬
申込締切／５月13日㈮　正午まで　申込方法／官製はがき１枚を持参の上、農政課
へ申し込みください。　問／農政課（☎内線314）

ハナトピア岩沼
体験農園利用者募集

その他各種お知らせ

新行政区長の紹介（4月1日付け）
里の杜南　髙野 誠治 さん

北児童センター・南児童館　子育て支援事業
乳幼児を持つ親と子の遊びや催しを通して子育て支援を行います。

親子一緒に楽しい時間を過ごしましょう。
対象／乳幼児と保護者　　 期間／ 5 月～平成 24 年 2 月
時間／ 10 時～ 11 時 30 分　申込／ 5 月 17 日㈫　9 時～

【北児童センター】　なかよし広場（相の原 1 丁目 3-49 ☎ 22-2857）
　開催日／毎月第 4 木曜日　定員／なし

【南児童館】おやこの広場 ( 桑原 4 丁目 6-70   ☎ 22-3852)
　開催日／毎月第 4 火曜日　(11 月は第 3 火曜日 )
　教材費／１家族年間 2,000 円　定員／ 20 組 ( 先着順 )

西児童センター幼児クラブ会員募集
親子のふれあいを大切にし、集団遊びを楽しみます。

開催日／毎月第 2・4 木曜日
対象／平成 19 年 4 月～ 20 年 3 月生まれの 3 歳児と保護者
教材費／年間 2,000 円　定員／ 20 組（先着順）
申込／ 5 月 17 日㈫　9 時～
問／西児童センター（松ケ丘 1 丁目 10-1 ☎ 22-4677）

各児童館・センターの子育て支援事業や会員募集については、
各児童館・センターに来館の上、申込用紙に記入してください。

（北児童センターは事前の申し込みは必要ありません。）

食べ物をよく噛むこと（そしゃ
く）は、あごや歯だけでなく、脳
の発達にもよい影響を与えます。
離乳期の食事は、その基礎づくり
として重要です。離乳食から上手
に幼児食に移行するためのアドバ
イスを行います。お子さんの健康
な歯とからだづくりのために参加
してみませんか。
日時／５月27日㈮  ９時30分～
　12時（受付9時15分～9時30分）
場所／保健センター
内容／歯科衛生士と栄養士などの

お話（託児あり。離乳完了期食
の試食も用意しています）

対象／平成 22 年 4 月・5 月生ま
れの子と親（家族でも可）

定員／ 25 組　先着順 （要申込）
参加費／無料
申込・問／健康増進課
　（市役所 3 階☎内線 345･346）

震災による片付けなどで、お
子さんの預かりを依頼したい
方々のために、お子さんを預か
る「協力会員」になりませんか。

「協力会員」としての必須項目
の講座を実施します。

子育て応援者養成講座などを
修了した方、有資格の方々が対
象で、講習期間は５月 25 日㈬、
27 日㈮、６月１日㈬の 3 日間、
内容は「子どもの病気について」
などを予定しています。

子育てのお手伝いの輪に、加わ
ってみませんか。
問／岩沼みなみプラザ子育て支援

センター ( 080-1660-1071)
※市内児童館（センター）や保健
センター、子ども福祉課にあるチ
ラシもあわせてご覧ください。

　全国から寄せられた大震災の支
援物資の中から、乳幼児用品を必
要とする方に提供します。
提供物資／子ども用紙オムツ、粉

ミルクなど
日時／ 5 月 3 日㈫（憲法記念日）

　10 時～ 12 時
場所／保健センター
ご注意／一世帯に１回の提供とさ

せていただきます。物資がなく
なり次第終了となりますので
ご了承ください。

配布量の目安／紙オムツ 1 袋と
粉ミルク 1 缶

問／健康増進課（☎内線 346）

みんなで助け合おう！
ファミリー・サポート・センター
登録必須講座を実施します

岩沼市南部地区総合福祉プラ
ザ（愛称：岩沼みなみプラザ）の
業務を開始しました。

岩沼みなみプラザは、岩沼南小
学校に隣接し、南児童館・すぎの
こ学園・子育て支援センター・ふ
れあいサロンの 4 つの福祉機能
を持つ複合施設です。これから、
たくさんの方々にご利用いただけ
るよう運営していきます。
問／岩沼みなみプラザ
　（桑原4丁目6-70  080-1660-1071）

子ども福祉課
　( 市役所 3 階☎内線 396）

岩沼みなみプラザが
オープンしました！

１歳からの離乳食完了期教室 乳幼児用品の支援物資を
提供します

　小学校入学前の発達が気になる
お子さんが、保護者と一緒に通園
する施設です。行事の際、お手伝
いをしてくださる方を募集します。
募集期間／５月９日㈪～ 20 日㈮
申込・問／すぎのこ学園（岩沼み

なみプラザ内） 080-1660-1071

すぎのこ学園ボランティア募集

　５月 10 日～ 25 日に開催され
る花まつりでは、ぼたん園の入園
料や送迎バス運賃を無料として開
催されます。
問／金蛇水神社（☎ 22-2672）

金蛇水神社「花まつり」
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その他各種お知らせ

グリーンピア岩沼の5月の営業日と運動教室の開催について
５月の営業日
◆日帰り入浴施設　毎週月曜は 13 時～ 17 時・その他の曜日は
10 時～ 17 時まで営業
◆森のプール・トレ－ニングルーム　5 月 3 日㈫はゴールデン
ウイークにつき営業　それ以外の火曜は定休日
◆スポーツ施設　休まず営業

６月開催　運動教室　受講者募集
～ここちよく汗をかいてリフレッシュ～　

「からだリフレッシュ！運動教室」　
　元気なインストラクターと一緒にたっぷりカラダを動かして、
心身のリフレッシュを目指します。ストレッチあり、筋トレあり、
エアロビクスありの運動教室です。ぜひご参加ください。
日時／ 6 月 7 日～ 6 月 28 日の毎週火曜日　計 4 回　
　10 時～ 11 時　
場所／グリーンピア岩沼　ダンスルーム
講師／芳田  衣里香インストラクター
受講料／1,500円 ( 入場料保険料含む )　定員／ 20 名
申込締切／ 5 月 20 日㈮
申込・問／グリーンピア管理室
　（☎ 25-5122　平日 8 時 30 分～ 17 時）

5 月 11 日㈬～ 20 日㈮までの
10 日間、春の全国交通安全運動
が実施されます。この運動の基本
を「子どもと高齢者の交通事故防
止」と定めています。また、3 つ
の重点目標を下記のとおり掲げ、
運動を展開します。
①自転車の安全利用の推進
②すべての座席のシートベルトと

チャイルドシートの正しい着
用の徹底

③飲酒運転の根絶
期間中、家庭や職場、地域で、

交通ルールの遵守や正しい交通マ
ナーの実践について話し合いまし
ょう。
問／生活環境課
　（市役所 3 階☎内線 334）

平成23年度 国民年金保険料（月額）

平成23年4月より国民年金
保険料が変わりました

定額保険料  15,020 円
定額 + 付加保険料  15,420 円
問／市民課国民年金係
　（市役所 2 階☎内線 225･226）

　これまで、障害基礎年金の受給
権発生時に、すでに生計を維持す
る配偶者やお子さんを有している
場合で、障害等級が1級または2
級の方に加算を行っていました。
平成23年4月施行の「国民年金法
等の一部を改正する法律」によ
り、加算の範囲が拡大され、受給
権発生後に、生計を維持する配偶
者やお子さんを有することとなっ
た場合も、届出により加算を行う
ことになりました。詳しくはお問
い合わせください。
問／仙台南年金事務所（☎ 022-

246-5114）・市民課国民年金係
（☎内線 225･226）

　15 歳未満のお子さんがいる家
庭を応援するため、県で配布して
いる「みやぎっこ応援カード」（協
賛店舗の特典などが得られるカー
ド）が新しくなりました。市内保
育所・幼稚園・学校を通して配布
していますが、まだ受け取ってい
ない方には、子ども福祉課・保健
センター・岩沼みなみプラザで配
布します。前回のカードは、3 月
31 日で期限が切れていますので、
ご注意ください。
問／子ども福祉課（☎内線 394）

平成23年4月から
「障害年金加算改善法」が施行

“東日本大震災”により、東部沿岸地区に甚大な被害があり、広報４月号の発行を中止せざるを得ない状況とな
りました。そのような中、災害臨時号として、3/28号と4/15号を発行し、少しでも市民の皆さんへの情報提供
を行うよう努めました。今回の広報５月号は、災害情報や市からのお知らせを中心に、特別編集として発行しまし
たが、4/15号と重複する部分があることをご了承願います。なお、広報６月号以降は、通常の内容にて編集発行
に努めたいと思っていますので、ご理解とご協力をお願いいたします。

広報係から

守ろう交通ルール 高めよう交通マナー
交通ルール 守るあなたが守られる

みやぎっこ応援カードが
新しくなりました

旧 新

教育委員会では、「地方教育行
政の組織及び運営に関する法律」
に基づき、平成 21 年度の教育行
政の管理および執行の状況につい
て、自ら点検・評価を行いました。
結果は次のとおりです。
○教育委員会の開催等状況について
　⇒ 15 回開催、22 議案審議
○生涯学習の振興について
　⇒おおむね順調と判断
○地域の文化を大切にする活動の

推進について
　⇒おおむね順調と判断
○生涯スポーツの振興について
　⇒おおむね順調と判断
問／教育総務課
　（市役所 5 階☎内線 553）

平成22年度（21年度実績）
岩沼市教育委員会点検・評価結果



市民会館・中央公民館 避難所として使用

総合体育館 避難所として使用

玉浦公民館 被災、復旧中

西公民館 児童センターなど一部運営

陸上競技場 被災、復旧中

市民体育センター 遺体安置所として使用

農村環境改善センター 避難所として使用

下野郷学習館 被災、復旧中

寺島学習館 被災、復旧不可

旧勤労青少年ホーム 援護施設などとして使用

勤労者活動センター 復興活動拠点として使用

老人憩の家
東部地区および西部地区
老人憩の家は、被災など
により、当分の間利用不可

老人福祉センター
千寿荘

被災により全壊、
利用不可

施設の状況について
　市の主な公共施設などについては、現在、以下の状況にあります。
　業務再開のめどが立った時点で、改めてお知らせします。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力
をお願いします。

市民図書館が完成   ５月 28 日に開館式
　新しい図書館の名称は「岩沼市民図書館」です。先の地震により、施設や開館準備作業に影響を受
けましたが、予定どおり 5 月 28 日に開館式を行い、皆さまにご利用いただくことにしました。
　本を通じ、少しでも被災された皆さまの心の支えにつながれば幸いです。
　市民図書館には、三つの機能があります。メインの「図書館」はじめ、文化財などを展示する「ふ
るさと展示室」、学習スペースとして貸出する「セミナールーム」があります。ご利用に際しては、
施設や展示物の一部に被害を受けた箇所もあることから、少しご不便をおかけしますが、安全等の確
認を図りながら運営していきます。ぜひご利用ください。

問／市民図書館（二木 2 丁目 8-1  ☎ 24-3131）

□開館時間
〔 図 書 館 部 門 〕 火～土曜日   10 時～ 19 時
                       日曜日         10 時～ 17 時

〔ふるさと展示室〕 10 時～ 17 時

〔セミナールーム〕 9 時～ 21 時 30 分 □セミナールームの利用について
　　4 室、有料、事前申込制です。

※一定の期間、公民館の利用方法に準じ
て貸し出しします。

□休館日
　　毎週月曜日
　　年末年始（12 月 28 日～翌年 1 月 4 日）
　　蔵書・展示関係点検日
       （月 1 日　別に定める月の 3 日間
                          ※セミナールームを除く）
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火災と救急 （23年3月中）

〈火災〉 4件
建　　物 2件
車　　両 1件
林　　野 0件
そ の 他  1件

〈救急〉 261件
交通事故 9件
急　　病 146件
一般負傷 22件
転　　院 56件
そ の 他  28件
火　　災 0件

市内の交通事故件数 （23年3月末現在）

3月中 1月～3月 前年累計比

人身事故 13件 45件 −17件

死　　亡 0人   0人   ±0人

負 傷 者 20人 59人 −11人

（岩沼警察署調べ）外国人登録 125人（−  1）

人口と世帯 （23年3月末現在）

住民基本台帳人口
男 21,603人(−126）
女 22,300人(−99）計  43,903人(−225）
転　入 214人 転　出 337人
出　生 41人 死　亡 143人
世帯数 15,987世帯（−16）

（ ）前月比


